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★事務事業の概要（具体的なやり方、手順、詳細。期間限定複数年度事業は全体像を記述）
【事業の内容】

【業務の流れ】

【主な予算費目】

(1)事務事業の振り返り・計画
①

②

⇒

ア

イ

(単位)

(2)成果指標･総事業費

の推移

ア

イ成果指標

単位
実績(決算) 実績(決算)目標(当初予算)実績(決算) 予定 見込目標(当初予算)

事 財

国庫支出金

都道府県支出金

地方債

その他

繰入金

一般財源

源
内

訳
業

費
（Ａ）事業費計

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

安全・安心に暮らせ
るまちづくりの推進

「こどもまんなか社会」
の構築

産業の共生による市経
済の持続的発展

（開始年度　　　　　　年度）
（　　　　　～　　　　年度）

市志合

③予算の主な増減の理由

データ取得方法

法令根拠

見込

(開始した背景・
きっかけ・今後の
状況変化・関係
者からの意見や
要望を含む)

成果指標

ウ

ウ

(3)評価の総括（成果向上の余地・事業費削減の余地）

(4)今後の事業の方向性

 4年度

100

58,315

183,202

198,772

440,289

 5年度

100

56,737

178,212

194,801

429,750

 6年度

100

52,290

176,145

198,311

426,746

 6年度

0

54,769

169,358

183,198

407,325

 7年度

100

55,000

182,000

206,500

443,500

 8年度

100

55,000

182,000

207,000

444,000

 9年度

100

55,000

182,000

207,500

444,500

10年度

0

55,000

182,000

208,000

445,000

(令和 6年度実績と令和 7年度計画) 令 和  7 年  4 月 1 8 日 更 新

国保会計繰出金事業

   2 福祉の健幸 健康福祉部 中嶋　繁之

   6 健康づくりの推進 健康ほけん課 橋本　武和

  24 保険医療制度の健全な運営 保険年金班 1198

国民健康保険法

一般   3   1   7    10385
単年度のみ 単年度繰返 18

 6年度で終了  6年度から開始
期間限定複数年度

・国民健康保険特別会計に法で定められた額を一般会計から繰出す。
・国民健康保険法で定められており、国民健康保険特別会計の健全な財政運営を目的とされている。
・制度発足は自営業者のために創設されたものであるが、近年においては経済状況を反映して無職者が多くなり、国保財政
は一段と厳しい状況である。また、国の三位一体改革により従来は国庫支出金だけであったのが、平成１７年度より税源移
譲と共に都道府県支出金も創設された。
・医療給付費及び後期高齢者支援金、介護納付金の増加により基金が枯渇したため平成 24年度から保険税を上げたが、なお
不足する分は法定外繰入を予算計上した。
・国保財政の運営主体が県域化された平成30年度以降、赤字補填を目的とした法定外繰入は行っていない。

　財政安定化支援事業繰出金は低所得者負担能力補填分、60歳代の高齢者保険者を一定以上抱える保険者に対する支援措置
として繰出しているもので地方財政措置(交付税）が講じられている。

年間数回に分けて、国民健康保険特別会計に支障をきたさないように繰出している。

繰出金

6年度事務事業の成果・実績
国民健康保険特別会計へ繰り出しを行った

7年度計画（次年度に計画している主な内容）
国民健康保険特別会計へ法定内分を繰出す 財政安定化支援事業の交付見込み額減に伴う繰出金の減

法定内繰出基準額に対する繰出金支出額の割合 ％

％

法の基準に基づいた適正な繰出金をすることにより、国民健康保険特別会計の財政の安定が図られている。

廃止 縮小 事業のやり方改善 現状維持（従来通りで特に改革改善をしない）


